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第８回（９月）定例会提案事件表 

 

 

別冊 

1 認定第 ６ 号 令和５年度西宮市水道事業会計決算認定の件 

2 認定第 ７ 号 令和５年度西宮市工業用水道事業会計決算認定の件 

3 認定第 ８ 号 令和５年度西宮市下水道事業会計決算認定の件 

4 認定第 ９ 号 令和５年度西宮市病院事業会計決算認定の件 

5 議案第２００号 西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件 

6 議案第２０１号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

7 議案第２０２号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

8 議案第２０３号 西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件 

9 議案第２０４号 西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件 

10 議案第２０５号 令和６年度西宮市一般会計補正予算（第５号） 

11 議案第２０６号 令和６年度西宮市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

12 議案第２０７号 訴え提起の件（市営住宅等明渡し等請求事件） 

13 議案第２０８号 令和５年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分の件 

14 議案第２０９号 令和５年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分の件 

15 議案第２１０号 工事請負契約締結の件（苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化

改修事業） 

16 議案第２１１号 工事請負契約変更の件（青葉台緑地急傾斜地崩壊対策工事） 

17 議案第２１２号 工事請負契約変更の件（江上庁舎・旧保健所解体工事） 

18 報告第 ４８ 号 処分報告の件｛〔令和６年度西宮市一般会計補正予算（第４号）〕

専決処分｝ 

19 報告第 ４９ 号 処分報告の件（市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分） 

20 報告第 ５０ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財

団法人西宮市国際交流協会） 

21 報告第 ５１ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（西宮市

土地開発公社） 

22 報告第 ５２ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（西宮都

市管理株式会社） 

23 報告第 ５３ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財

団法人西宮市文化振興財団） 

24 報告第 ５４ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（公益財

団法人西宮スポーツセンター） 

25 報告第 ５５ 号 第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件（一般財

団法人西宮市都市整備公社） 

  



別冊 

26 報告第 ５６ 号 資金不足比率報告の件 

27 報告監第１０号 現金出納検査結果報告（令和６年３月分～５月分） 
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議案第２００号 

 

西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例 

 

 西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例（平成２７年西宮市条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１ ７の項中「法別表１９の項下欄に掲げる事務、同表３５の項下欄に掲げる

事務又は同表６１の２の項下欄に掲げる事務に該当するものを除く。」を削る。 

別表第２ １の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、「又は

特例給付」を削り、同表１６の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改

め、同表２９の項中「及び特例給付」を削る。 

 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２ １の項の改正規定（「又は

特例給付」を削る部分に限る。）及び同表２９の項の改正規定は、公布の日又は令和６年

１０月１日のいずれか遅い日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正

に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市個人番号を利用する事務等を定める条例（現行抄） 

別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 

７ 市長 西宮市営住宅条例（平成８年西宮市条例第４４号）の規定に基づく市営住宅（これに準ずる住宅を含

む。）、共同施設及び店舗等（以下これらを「市営住宅」という。）の管理に関する事務（法別表１９の項

下欄に掲げる事務、同表３５の項下欄に掲げる事務又は同表６１の２の項下欄に掲げる事務に該当するもの

を除く。以下「市営住宅管理事務」という。）のうち規則で定めるもの 

（該当部分のみ抜粋） 

別表第２（第２条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 地方税法（昭和

２５年法律第２

２６号）その他

の地方税に関す

る法律及びこれ

らの法律に基づ

く条例の規定に

よる地方税の賦

課徴収に関する

事務のうち規則

で定めるもの 

健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私

立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以

下「医療保険給付関係情報」という。）、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報（以下

「生活保護関係情報」という。）、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関

する情報（以下「外国人保護関係情報」という。）、児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」

という。）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）の規定に基づく費用の徴収に関

する情報（以下「老人福祉費用徴収関係情報」という。）、特別児童扶養手当等の支給

に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関する情

報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）、児童手当法（昭和４６年法律第７

３号）による児童手当又は特例給付の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」と

いう。）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付の支給、地域支援事

業の実施又は保険料の徴収に関する情報（以下「介護保険給付等関係情報」とい

う。）、医療費の助成に関する情報、市営住宅の管理に関する情報（以下「市営住宅関

係情報」という。）、高齢者等に対する住宅改造費の助成に関する情報及び障害者に対

する住宅改造費の助成に関する情報のうち規則で定めるもの 
   

１６ 市長 生活保護法の規

定に基づく保護

の決定及び実

施、就労自立給

付金又は進学準

備給付金の支

給、保護に要す

る費用の返還並

障害者関係情報、外国人保護関係情報、健康増進事業の実施に関する情報（以下「健康

増進関係情報」という。）及び市営住宅関係情報のうち規則で定めるもの 
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びに徴収金の徴

収に関する事務

のうち規則で定

めるもの    

２９ 市長 児童手当法の規

定に基づく児童

手当及び特例給

付の支給に関す

る事務のうち規

則で定めるもの 

地方税賦課徴収関係情報、国民健康保険給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、老人

福祉費用徴収関係情報、後期高齢者医療保険給付等関係情報、介護保険給付等関係情報

及び市営住宅関係情報のうち規則で定めるもの 

（該当部分のみ抜粋） 
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議案第２０１号 

 

西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市手数料条例の一部を改正する条例 

 

西宮市手数料条例（平成１１年西宮市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 付則第５項中「、第６号及び第７号の」を「及び第５号から第７号までの」に、「、第

６号及び第７号中」を「及び第５号から第７号までの規定中」に改め、「、同表第６号中

「住民票又は戸籍の附票」とあるのは「住民票」と」を削る。 

別表第２中第６号を削り、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 住民票の記載事項に関する証明 １通 ３００円 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日又は令和６年１０月７日のいずれか遅い日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   証明書自動交付機又は多機能端末機を利用した戸籍の附票の写しの交付を開始する

こと等に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市手数料条例（現行抄） 

付 則 

５ 当分の間、西宮市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成１８年西宮市条例第４１号）第２条第１号に規定する証明書自動

交付機又は多機能端末機による場合における別表第１第１号並びに別表第２第１号、第３号、第６号及び第７号の規定の適用につい

ては、別表第１第１号中「第１０条第１項、第１０条の２第１項から第５項まで若しくは第１２６条の規定に基づく戸籍の謄本若し

くは抄本の交付又は同法第１２０条第１項、第１２０条の２第１項若しくは第１２６条」とあるのは「第１２０条第１項」と、「戸

籍の謄抄本又は戸籍証明書交付手数料」とあるのは「戸籍証明書交付手数料」と、「４５０円」とあるのは「４００円」と、別表第

２第１号、第３号、第６号及び第７号中「３００円」とあるのは「２００円」と、同表第６号中「住民票又は戸籍の附票」とあるの

は「住民票」とする。 

別表第２（第２条関係） 

(６) 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する証明 １件   ３００円 
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議案第２０２号 

 

西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

西宮市国民健康保険条例（令和５年西宮市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４８条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第３

項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」を「又は

虚偽の届出をした」に改める。 

 

   付 則 

 この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   国民健康保険法の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市国民健康保険条例（現行抄） 

（過料） 

第４８条 世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき又は同条第３項若しくは

第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じないときは、１０万円以下の過料に処する。 
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議案第２０３号 

 

西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市勤労福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

（西宮市勤労福祉センター条例の一部改正） 

第１条 西宮市勤労福祉センター条例（昭和４５年西宮市条例第５２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第２西宮市立勤労青少年ホームの部和室（Ａ）の項から会議室（Ｂ）の項までを

削る。 

第２条 西宮市勤労福祉センター条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    西宮市立勤労会館条例 

  第１条中「西宮市勤労福祉センター（以下「センター」を「西宮市立勤労会館（以下

「会館」に、「および」を「及び」に改める。 

  第２条及び第３条中「センター」を「会館」に改める。 

   第４条各号列記以外の部分中「センター」を「会館」に改め、同条第２号を削り、同

条第３号を同条第２号とし、同条第４号中「前３号」を「前２号」に、「センター」を

「会館」に改め、同号を同条第３号とする。 

第５条を削る。 
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  第６条第１項及び第２項第３号中「センター」を「会館」に改め、同条を第５条とす

る。 

第７条第１項中「センター」を「会館」に改め、同条を第６条とする。 

第８条中「センター」を「会館」に改め、同条を第７条とする。 

  第９条中「センター」を「会館」に、「滅失」を「滅失し、」に、「すみやかに」を

「速やかに」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条中「譲渡または」を「譲渡し、又は」に改め、同条を第９条とする。 

第１１条第４項中「第６条第２項及び第９条」を「第５条第２項及び第８条」に、

「第６条第２項中」を「第５条第２項中」に改め、同条を第１０条とする。 

第１２条を第１１条とする。 

別表第１中「第７条」を「第６条」に改め、同表施設の名称の欄を削る。 

  別表第２（備考を除く。）を次のように改める。 

 別表第２（第６条関係） 

室名 使用料（１区分当たり） 

和室 ８００円 

第１会議室 ２００ 

第２会議室 ６００ 

第３会議室 ４００ 

第４会議室 ２００ 

第５会議室 ３５０ 

第６会議室 ３５０ 

第７会議室 ４００ 

第８会議室 １，５００ 

  別表第３中「第１１条」を「第１０条」に改める。 

 

付 則 

この条例中第１条の規定は令和７年４月１日から、第２条の規定は公布の日から起算

して２年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   勤労青少年ホームを閉館することに伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市勤労福祉センター条例（現行抄） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、西宮市勤労福祉センター（以下「センター」という。）の設置および管理について必要な事項を定める。 

（位置） 

第２条 センターは、西宮市松原町２番３７号に設置する。 

（使用時間及び休館日） 

第３条 センターの使用時間及び休館日は、規則で定める。 

（事業） 

第４条 センターは、勤労者の福祉の向上を図るため、次に掲げる事業を行う。 

(２) 勤労者の福利厚生及び体育向上のため必要な事業 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業 

（勤労福祉施設） 

第５条 センターに、次に掲げる施設を置く。 

(１) 西宮市立勤労会館 

(２) 西宮市立勤労青少年ホーム 

（使用の許可） 

第６条 センター（駐車場を除く。以下同じ。）を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変

更するときも同様とする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をせず、又は許可を取り消すことができる。 

(３) センターの管理運営上支障があるとき。 

（使用料） 

第７条 センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表第１又は別表第２に定める使用料を前納しなければな

らない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、使用者が第４条各号に規定する事業を行うためにセンターを使用するときは、規則で定めるところにより使用料を減

免することができる。 

（使用者の義務及び責任） 

第９条 使用者は、センターの建物又は付属設備その他の器具を滅失又は破損した場合は、すみやかにこれを原状に回復し、又はその

損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用権の譲渡の禁止） 

第１０条 使用者は、施設使用の権利を他人に譲渡または転貸してはならない。 

（駐車場） 

第１１条  

４ 第６条第２項及び第９条の規定は、駐車場について準用する。この場合において、第６条第２項中「許可をせず、又は許可を取り

消す」とあるのは、「駐車場への入場を拒み、又は駐車場からの退場を命ずる」と読み替えるものとする。 

別表第１（第７条関係） 

施設の

名称 

室

名 

区分 午前９時から

午前１２時ま

で 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後１０時ま

で 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後１０時ま

で 

午前９時から

午後１０時ま

で 
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西宮市

立勤労 

会館 

ホ

ー

ル 

平日 １２,６００円 １６,８００円 １６,８００円 ２９,４００円 ３３,６００円 ４６,２００円 

土曜日・日曜

日・休日 
１５,０００ ２０,１００ ２０,１００ ３５,１００ ４０,２００ ５５,２００ 

備考 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。 

２ 使用者が本市住民以外の者である場合又は本市に所在する団体以外の団体である場合の使用料は、この表に定める額の１.５

倍に相当する額とする。 

３ 使用者が１人当たり５,０００円を超える入場料を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の１.５倍（前項に該当する

場合にあつては、２倍）に相当する額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。 

４ 附属設備の使用料は、規則で定める。 

別表第２（第７条関係） 

施設の名称 室名 使用料（１区分当たり） 

西宮市立勤労会館 和室 ８００円 

第１会議室 ２００ 

第２会議室 ６００ 

第３会議室 ４００ 

第４会議室 ２００ 

第５会議室 ３５０ 

第６会議室 ３５０ 

第７会議室 ４００ 

第８会議室 １,５００ 

西宮市立勤労青少年

ホーム 

和室(Ａ) ３５０ 

和室(Ｂ) ３５０ 

会議室(Ａ) ６５０ 

会議室(Ｂ) ３００ 

器楽室(Ａ) ６００ 

器楽室(Ｂ) ５００ 

小体育室 ９００ 

体育室 ３,３００ 

（該当部分のみ抜粋） 

別表第３（第１１条関係） 

区分 使用料 

普通駐車 午前７時３０分から午後１０時３０分まで ３０分までごとに１００円 

夜間駐車 午後１０時３０分から午前７時３０分まで ３０分までごとに１５０円 

備考 

１ 午前７時３０分から午後１０時３０分までの間に入庫した場合における使用料については、当該入庫した時間から３０分を

経過するまでの間は、無料とする。 

２ 連続する普通駐車又は夜間駐車の使用料は、それぞれの区分ごとに１,０００円を上限とする。 
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議案第２０４号 

 

西宮市運動施設条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市運動施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市運動施設条例の一部を改正する条例 

 

西宮市運動施設条例（昭和４０年西宮市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「及び別表第１」を「、別表第１及び別表第３」に改める。 

第５条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定にかかわらず、個人使用（個人である使用者が規則で定める場合に、体育

館（西宮市立中央体育館分館運動場を除く。）又は西宮市立能登運動場会議室を他の使

用者と共有して使用することをいう。以下同じ。）の許可を受けた者は、１時間当たり

１００円（児童等（未就学児、小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。）にあつては５０円とし、使用者が本市住民以外の者である場合にあつては

それぞれこれに２を乗じて得た額とする。）の使用料を納付しなければならない。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第５条の２ 前条の規定にかかわらず、西宮市立松原体育館の使用者は、第９条の規定に

より運動施設（西宮市立松原体育館に限る。）の管理を行う指定管理者に利用料金を納

付しなければならない。 

２ 利用料金の額については、別表第３（個人使用の場合にあつては別表第４）に定める
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額及び前条第３項の規定に基づき規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の

承認を得て、指定管理者が定める。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

４ 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免

除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。 

第８条第１項中「別表第４」を「別表第５」に改める。 

第１０条第１号中「に係る申請の受理及び許可書の交付」を削る。 

別表第１体育館の部西宮市立松原体育館の款を削る。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第５条の２関係） 

 西宮市立松原体育館利用料金 

区分 

利用料金（１時間当たり） 

平日 休日 

体育室 

円 

２，５００ 

円 

３，１００ 

多目的室（１） ６００ ７５０ 

多目的室（２） ４５０ ５５０ 

会議室 ３００ ３００ 

備考 

  １ 別表第１備考第１項及び第６項の規定は、この表に定める利用料金の算定につい

て準用する。 

  ２ 使用者が本市住民以外の者である場合は、この表に定める額に２倍を上限とする

率を乗じるものとする。 

  ３ 運動施設（会議室を除く。次項において同じ。）を営利を目的として使用する場

合は、この表に定める額（前項に該当する場合は、同項の規定の適用後の額）に３
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倍を上限とする率を乗じるものとする。 

４ 前項に該当する場合を除き、運動施設をスポーツ若しくはレクリエーションを行

う目的以外の目的で使用する場合又は使用者が入場料を徴して運動施設を使用する

場合は、この表に定める額（第２項に該当する場合は、同項の規定の適用後の額）

に１．５倍を上限とする率を乗じるものとする。 

５ 体育室の２分の１以下の面積を区分して使用する場合は、この表に定める額（前

３項に該当する場合は、前３項の規定の適用後の額）に０．５倍を上限とする率を

乗じるものとする。 

別表第４を別表第５とし、別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第５条の２関係） 

西宮市立松原体育館利用料金（個人使用） 

区分 利用料金 

体育館（走路及び多目的室（２）

を除く。） 

１時間当たり１００円（児童等にあつては、

５０円） 

走路 

多目的室（２） 

１回当たり２００円（児童等にあつては、 

１００円） 

備考 

  １ 使用者（多目的室（２）の使用者を除く。）が本市住民以外の者である場合は、

この表に定める額に２倍を上限とする率を乗じるものとする。 

  ２ 多目的室（２）の使用者が走路を使用した場合には、走路の利用料金は、徴収し

ない。 

 

   付 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 
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２ 改正後の西宮市運動施設条例の規定による利用料金の額の設定その他の準備行為は、

この条例の施行前においても、行うことができる。 

 

 

（参考１） 

○提案理由 

   西宮市立松原体育館の指定管理において、利用料金制度を導入するため。 

 

（参考２） 

○西宮市運動施設条例（現行抄） 

（使用の許可） 

第４条 運動施設（駐車場を除く。以下この条から第７条まで及び別表第１において同じ。）を使用しようとする者は、市長の許可を

受けなければならない。 

（使用料） 

第５条 

２ 前項の規定にかかわらず、個人である使用者が規則で定める場合に、体育館（西宮市立中央体育館分館運動場を除く。）又は西宮

市立能登運動場会議室を他の使用者と共有して使用するときの使用料は、別表第３のとおりとする。 

（駐車場） 

第８条 駐車場（別表第４区分の欄に掲げるものに限る。次項において同じ。）を使用する者は、同表に定める使用料を納付しなけれ

ばならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１０条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 第４条第１項に規定する運動施設の使用の許可に係る申請の受理及び許可書の交付に関する事務を行うこと。 

別表第１（第５条関係） 

運動施設（プールを除く。）使用料 

区分 
使用料（１時間当たり） 

平日 休日 

体育館 西宮市立松原体育館 

体育室 ２,５００ ３,１００ 

多目的室(１) ６００ ７５０ 

多目的室(２) ４５０ ５５０ 

会議室 ３００ ３００ 

（該当部分のみ抜粋） 

別表第３（第５条関係） 

区分 
使用料（１時間当たり） 使用料（１回当たり） 

児童等 一般 児童等 一般 

１ 体育館（次項及び３の項に掲げる施設を除く。）及

び西宮市立能登運動場会議室 
５０円 １００円 － － 

２ 走路 ５０円 １００円 － － 

３ 西宮市立松原体育館多目的室（トレーニング器具を

使用した場合の多目的室に限る。） 
－ － １００円 ２００円 

備考 

  １ この表において「児童等」とは、未就学児、小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者をいい、「一般」とは、児童等以
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外の者をいう。 

  ２ 使用者が本市住民以外の者である場合の使用料は、この表に定める額の２倍に相当する額（３の項に規定する使用料にあつて

は、この表に定める額）とする。 

３ 使用者が西宮市立松原体育館多目的室を使用した場合には、西宮市立松原体育館走路の使用料は、徴収しない。 
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議案第２０７号 

 

訴え提起の件 

 

下記のとおり訴えを提起する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

     記 

 

１ 訴えの事件名 

市営住宅等明渡し等請求事件 

２ 訴えの相手方 

(１) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    ＊＊ ＊＊ 

(２) ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    ＊＊ ＊＊ 

３ 訴えの趣旨 

(１) 次に掲げる市営住宅の明渡しを求める。 

ア 相手方(１)にあっては当該住所地の市営住宅 

イ 相手方(２)にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ウ 相手方(２)にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

(２) 次に掲げる金員の支払を求める。 

   ア 相手方(１)にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金 

   イ 相手方(２)にあっては家賃相当損害金及び駐車場相当損害金 

(３) 相手方(１)にあっては滞納家賃等の全額を支払い、以後の家賃を滞納せずに支

払うと申し出た場合、この項(１)及び(２)の規定にかかわらず、市は当該市営住宅
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を対象とした訴え提起前の和解を申し立てることができる。 

４ 訴訟方法等 

  控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 

 

 

（参考） 

◯訴えを提起する理由 

   市営住宅の入居者である相手方(１)にあっては家賃等を長期にわたり滞納し、市の

催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(２)にあっては市営住宅を不正に使

用し、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものであ

る。 

 



13－1 

 

議案第２０８号 

 

令和５年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分の件 

 

令和５年度西宮市水道事業会計利益剰余金の処分について、次のとおりとする。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

令和５年度西宮市水道事業会計の未処分利益剰余金４，０５９，８７８，３１６円のう

ち５２８，９００，０００円を資本金に組み入れ、３２，４００，０００円を減債積立金

に、４８０，２００，０００円を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる。 

 

 

（参考） 

  ○地方公営企業法 

 （剰余金の処分等） 

第３２条 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めると 

ころにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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議案第２０９号 

 

令和５年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分の件 

 

令和５年度西宮市下水道事業会計利益剰余金の処分について、次のとおりとする。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

令和５年度西宮市下水道事業会計の未処分利益剰余金２，１７２，７７８，７６５円の

うち３４７，３０２，９９２円を資本金に組み入れ、８０，２４５，２３４円を減債積立

金に積み立てる。 

 

 

（参考） 

  ○地方公営企業法 

 （剰余金の処分等） 

第３２条 

２ 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めると 

ころにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。 
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議案第２１０号 

 

工事請負契約締結の件 

 

下記のとおり契約を締結する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 契約の目的 

苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業 

 

２ 契約金額 

金３，９９８，５００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

(１) 大阪市北区中之島三丁目３番３号 

     東レ建設 株式会社（代表企業） 

  (２) 西宮市高松町２０番２１号 

     株式会社 松田組 

  (３) 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町５７９－１ 

     株式会社 住建設計 
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（参考） 

１ 工  期  令和１０年４月３０日 

 

２ 工事場所  苦楽園中学校：西宮市苦楽園三番町１４－１ 

        苦楽園小学校：西宮市苦楽園二番町１８－１２ 

 

３ 工事概要  調査・設計業務 

        改 修 工 事：屋上防水、外壁、外部建具、内装、電気設備、 

機械設備、渡り廊下、付属棟、外構等 

仮設校舎整備 

その他関連業務 

 

４ 入札結果表 

令和６年５月１０日 開札、令和６年７月３日 総合評価一般競争入札方式により決定 

名 称  苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業 

予 定 価 格  金４，７５４，２００千円（入札書比較価格 金４，３２２，０００千円） 

入札者（代表企業） 

入 札 金 額  

(単位：億円) 

価格評価点  

(１００点) 

性能評価点  

(１００点) 

総合評価点  

(２００点) 

結 果 

東レ建設 株式会社 ３６．３５ ５２．９８ ７７．６７ １３０．６５ 落 札 

株式会社 淺沼組 神戸支店 ３８．９７ ３２．７８ ６３．６７ ９６．４５ 次 点 
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５ 契約業者経歴表 

                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 東レ建設 株式会社 

２ 資 本 金 １，５３０，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

建築一式工事                  ２２，１２８，４１１ 

土木一式工事                     １３０，５１１ 

その他                      ３，８６４，３６４ 

計                     ２６，１２３，２８６ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事  

川西市営花屋敷団地等建替事業               ２，５７６，０００ 

（仮称）ＵＤ天満事業化計画新築工事            ２，０００，０００ 

交通遺児育英会学生寮心塾東京寮整備事業          １，８５０，５００ 

 

 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事  

該当なし 

 

 

 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

該当なし 

 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

滋賀県立近江学園整備事業                 ３，５０５，４０９ 

福知山市営住宅つつじが丘団地ほか建替事業         ２，２７４，０２０ 

東大阪市営旧上小阪東住宅建替事業             １，９６５，７５０ 

日本大学国際関係学部図書館兼管理棟新築工事        ３，３８８，０００ 
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                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 株式会社 松田組 

２ 資 本 金 ７２，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

建築一式工事                   １，２８８，４９６ 

土木一式工事                   １，００３，３７０ 

その他工事                          ６８２ 

計                      ２，２９２，５４８ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事  

もりのおと小規模保育園新築工事                １０９，４００ 

雲雀丘花屋敷運輸ビル寝室他設備改良工事のうち建築工事      ９４，０００ 

六甲変電所耐震補強工事のうち建築工事             １１７，７００ 

南茨木阪急ビル解体に伴う南茨木駅橋上駅舎耐震性能維持工 

事のうち建築工事                        ４０，７００ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事  

生瀬小学校体育館・特別教室棟大規模改修他建築工事        １０３，４００ 

市営住宅池田町外壁改修他工事                                  １６０，６００ 

津門保育所・津門児童館改築工事（ＪＶ工事比率７０％）        ６２１，５００ 

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）     １，３０６，８００ 

上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事          １８６，７８０ 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

瓦木小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）    １，４３０，０００ 

今津小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率４０％）    １，４１２，４００ 

市営城ケ堀町住宅整備工事（ＪＶ工事比率７０％）      １，２１２，２００ 

江上庁舎・旧保健所解体工事                  ３７６，２００ 

春風小学校体育館棟外壁改修及び屋根改修工事           ６８，２００ 

本市以外 

に対する 

分 

該当なし 
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（単位：千円） 

１ 業 者 名 株式会社 住建設計 

２ 資 本 金 １０，０００ 

３

最近１年間の 

完 上 高 

 

 

 

計                         １３４，５７２ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 業 務 

京都市立北総合支援学校分校施設整備工事設計業務         ２６，９５０ 

京都市立上賀茂小学校校舎長寿命化改修工事設計業務        ２７，９２９ 

京都市立鷹峯小学校ほか３校体育館防災機能強化等リニュー 

アル工事設計業務                        ５６，１３８ 

 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 業 務 

該当なし 

 

 

 

 

６

現在履 

行中の 

業 務 

本市に対 

する分 

該当なし 

 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

京都市学校給食センターＰＦＩアドバイザリー業務          ７，０００ 

京都市市営住宅団地再生事業養正市営住宅更新棟（第２期） 

基本計画策定支援業務                      ２０，３５０ 

やま動物愛護センター（仮称）の整備に係る基本計画策定支 

援及び民間活力導入可能性調査業務                 ７，０００ 
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苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業 付近見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

本事業場所：苦楽園中学校 

（地番）  西宮市苦楽園三番町１４－１ 

本事業場所：苦楽園小学校 

（地番）  西宮市苦楽園二番町１８－１２ 
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苦楽園中学校・苦楽園小学校長寿命化改修事業 配置図 
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議案第２１１号 

 

工事請負契約変更の件 

 

令和６年３月２５日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更

する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変   更   事   項 

議決第１８８号 
契約金額「金４３２，９５５，９３０円」を 

「金４４０，８８２，５６１円」に変更する。 

 

 

（参考） 

１ 変 更 理 由  令和６年３月適用の労務単価等に係る特例措置適用のため。 

２ 原契約の目的  青葉台緑地急傾斜地崩壊対策工事 

３ 契約の相手方  西宮市鳴尾町１丁目７番８号 

日光・八紘 特定建設工事共同企業体 

４ 工 期  令和６年３月２６日から令和８年３月３１日まで 
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議案第２１２号 

 

工事請負契約変更の件 

 

令和６年７月４日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更す

る。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

議 決 番 号 変   更   事   項 

議決第２２８号 
契約金額「金３７６，２００，０００円」を 

「金３９３，２２８，１１３円」に変更する。 

 

 

（参考） 

１ 変 更 理 由  令和６年３月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置

について対応すべく設計変更を行うものである。 

２ 原契約の目的  江上庁舎・旧保健所解体工事 

３ 契約の相手方  西宮市高松町２０番２１号 

株式会社 松田組 

４ 工 期  令和６年７月５日から令和７年１２月２６日まで 
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報告第 ４９ 号 

 

処分報告の件 

 

下記の事件について専決処分したので報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定に基づき、次の事

件を専決処分する。 

 

専決第 ８ 号        令和 ６ 年 ６ 月２１日 

専決第 ９ 号        令和 ６ 年 ６ 月２１日 

専決第１０号        令和 ６ 年 ６ 月２６日 

専決第１１号        令和 ６ 年 ７ 月 ５ 日 

専決第１２号        令和 ６ 年 ７ 月１２日 

専決第１３号        令和 ６ 年 ７ 月１６日 

専決第１４号        令和 ６ 年 ７ 月２２日 

専決第１５号        令和 ６ 年 ７ 月２６日 
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和解に係る専決処分（指定事項第１号該当） 

 

専決年月日 令和６年６月２６日 

専 決 番 号 第１０号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊＊ 

事件の概要 

令和６年４月２２日午前９時２５分頃、西宮市六湛寺町２先にお

いて、学校保健安全課の車両（軽貨物車）が、横断歩道上を走行

してきた相手方車両（自転車）に接触し、これを破損したもの。 

和解の要旨 
相手方車両の修理費（６，２８０円）の９０パーセントを市が、

１０パーセントを相手方が負担する。 
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損害賠償の額の決定に係る専決処分（指定事項第２号該当） 

 

専決年月日 令和６年６月２１日 

専 決 番 号 第８号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

令和６年４月１１日午後１時５０分頃、西宮市産所町１３におい

て、美化第１課の車両（塵芥車）が後方の車両を先に行かせるた

めに道路の左側に寄せたところ、相手方グレーチングに乗り上

げ、これを破損したもの。 

損害賠償の額 グレーチング修理費 １１０，０００円 

 

専決年月日 令和６年６月２１日 

専 決 番 号 第９号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊ 

事件の概要 

令和６年４月８日午前１０時２０分頃、西宮市老松町１５８－３

先の交差点において、環境衛生課の車両（ダンプ車）が後進した

ところ、相手方擁壁に接触し、これを破損したもの。 

損害賠償の額 擁壁修理費 １５０，７００円 
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専決年月日 令和６年７月１２日 

専 決 番 号 第１２号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊ 

事件の概要 

税務管理課が相手方に改訂前の納付書を発送し、相手方がこれに

より納付を行ったことにより、相手方に不要な手数料を負担させ

たもの。 

損害賠償の額 手数料相当額 ９９０円 

 

専決年月日 令和６年７月１６日 

専 決 番 号 第１３号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊ 

事件の概要 

令和６年６月７日午後４時３０分頃、西宮市立西宮東高等学校の

教室において、同校の教諭が机の横を通過したところ、机上に置

かれた鞄に接触したため、当該鞄の上に置かれていた相手方タブ

レット端末が床に滑り落ち、これを破損したもの。 

損害賠償の額 タブレット端末修理費 ９４，８００円 
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専決年月日 令和６年７月２６日 

専 決 番 号 第１５号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊ 

事件の概要 

令和６年５月２日午前１０時頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊におい

て、美化第２課の職員が同課の車両（普通貨物車）の荷台に上が

る際に、足を踏み外して相手方車両の上に落下したことにより、

これを破損したもの。 

損害賠償の額 車両修理費等 ３６３，０００円 
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 工事変更契約に係る専決処分（指定事項第３号該当） 

 

専決年月日 令和６年７月５日 

専 決 番 号 第１１号 

議 決 番 号 第２０号（令和５年７月５日議決） 

工 事 名 称 市営住宅西宮浜４丁目２号棟外壁改修他工事 

工 事 場 所 西宮市西宮浜４丁目 

変 更 内 容 

報告第３４号（令和６年６月２６日終了）で変更した 

契約金額「１９８，６７４，３２９円」を 

「１９９，５９６，９８２円」とする。 

契約の相手方 
西宮市生瀬町１丁目２２番１２号 

株式会社 巨勢工務店 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      共用廊下の防滑性シート施工箇所において、排水処理が必要となったことによる設

計変更等のため増額変更を行う。 
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専決年月日 令和６年７月２２日 

専 決 番 号 第１４号 

議 決 番 号 第１８７号（令和６年３月２５日議決） 

工 事 名 称 安井小学校運動場他整備工事 

工 事 場 所 西宮市安井町外 

変 更 内 容 

報告第３４号（令和６年６月２６日終了）で変更した 

契約金額「金２６８，３５０，４９１円」を 

「金２６８，９３０，１２３円」に変更する。 

契約の相手方 
大阪市鶴見区横堤４丁目２４番８号 

株式会社 運動施設 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      竣工に伴う出来高数量の精算により、工事費が増額となるため。 

 

 



 

 

報告第 ５０ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西

宮市国際交流協会の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮市国際交流協会 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

西宮市国際交流協会（以下、当協会という。）は「多文化共生社会の実現に関す

る事業」、「国際交流・国際協力に関する事業」及び「国際理解に関する事業」の

公益目的事業を推進し、収益の確保を主たる目的としていないことから、令和５年

度の当期経常増減額は９８６千円となっている。正味財産比率は９８％、借入金依

存率は０％であり、概ね健全と評価する。引き続き、さらなる経営の安定化に向け

た取組みを求めていく。 

(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

当協会の「多文化共生社会の実現に関する事業」では、昨年度に引き続き学習支

援、各種相談や情報提供など、主に「外国人市民にとって安心して暮らせる環境整

備」につながる、多文化共生の住みよい地域づくりの推進にかかる事業を実施した。

なお、これらの事業は、当協会の趣旨に賛同し、登録するボランティア自主活動グ

ループなどの参画と協力を得ることにより、幅広く実施している。「国際交流・国
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際協力に関する事業」では、外国人市民とのふれあい事業や、国際交流・国際協力

に取り組む地域団体の事業支援など、主に市民レベルでの幅広い国際交流活動を促

進する、国際交流・国際協力の推進にかかる事業を実施した。「国際理解に関する

事業」では、国際理解について市民の関心を高め、また世界各国の文化等に対する

理解を深めるため、「多文化共生社会への理解促進」につながる国際理解講座や、

国際理解に関する情報提供などを行った。 

なお令和５年度も引き続き、外国人市民が情報弱者とならないよう、多言語によ

る各種行政情報の迅速な発信に努めた。 

当協会は、市と緊密に連携して事業を実施しており、市と市民、民間団体を繋ぐ

パイプ役となり、本市の基本方針となる総合計画の「多文化共生及び姉妹・友好都

市交流の推進」の中心的な役割を担い、公益目的を達成しているものと評価する。 

 

 

（参考１） 

貸借対照表（令和６年３月３１日現在） 

（単位：円） 

勘定科目         金額 勘定科目           金額 

（資産の部） 

流動資産         8,020,088 

固定資産       328,650,011 

 

 

（負債の部） 

流動負債         5,836,298 

固定負債                 0 

負債合計                  5,836,298 

（正味財産の部） 

正味財産        330,833,801  

正味財産合計      330,833,801 

資産合計       336,670,099 負債及び正味財産合計  336,670,099 

 

正味財産増減計算書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで） 

（単位：円） 

Ⅰ 一般正味財産増減の部  
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１ 経常増減の部 

(1) 経常収益 

(2) 経常費用 

  評価損益等 

当期経常増減額 

 

28,919,415 

27,933,064 

0 

986,351 

 ２ 経常外増減の部 

(1) 経常外収益 

(2) 経常外費用 

   当期経常外増減額 

 

0 

0 

0 

   税引前当期一般正味財産増減額 

   法人税等 

当期一般正味財産増減額 

986,351 

82,000 

904,351 

 一般正味財産期首残高 

 一般正味財産期末残高 

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

  当期指定正味財産増減額 

  指定正味財産期首残高 

  指定正味財産期末残高 

Ⅲ 正味財産期末残高 

1,279,450 

2,183,801 

 

0 

328,650,000 

328,650,000 

330,833,801 
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（参考２） 

指 標 令和４年度 令和５年度 

正味財産比率 ９８．２％ ９８．３％ 

借入金依存率  ０．０％ ０．０％ 

自己収益比率 ２２．８５％ ２６．６８％ 

当期経常増減率 △１．３％ ３．４％ 

総資産当期経常増減率 △０．１％ ０．３％ 

人件費比率 ２０．８％ ２０．１％ 

管理費比率 ２０．２％ １９．１％ 
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報告第 ５１ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により西宮市土地開発

公社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  西宮市土地開発公社 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

西宮市土地開発公社の経営の健全化に関する計画に基づき、市は平成２３年４月

に公社から貸付金５，０９０，７００千円の償還を受け市の公社への無利子貸付金

を 解 消 す る と と も に 、 未 利 用 の 公 社 長 期 保 有 地 １ ７ ， ２ ６ ２ ㎡ 、        

３，９２５，３４７千円を買戻し、市の債務であった公社事業未収金      

１，５１２，４３３千円も解消したことにより、公社の経営は大きく改善されてい

る。 

また、平成２５年２月２８日付の総務省の土地開発公社経営健全化対策措置要領

取扱細則で示す経営の抜本的な健全化（指標）では、①債務保証等対象土地の年度

末の簿価総額を市の標準財政規模で除して得た数値が０．２以下、②債務保証等対

象土地であって保有期間が５年以上であるものの年度末簿価総額を市の標準財政規

模で除して得た数値が０．１以下、③供用済土地及び未収金土地を解消することと

している。 
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西宮市土地開発公社では、令和５年度末現在①は、０．０５６で指標を下回り、

②も、０．０５３で指標を下回り、③の供用済土地及び未収金土地はなく、健全と

評価する。 

(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

西宮市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地の取

得事業と市有地の造成事業（いずれも管理や処分も含む）を行っている。 

令和５年度の公有地取得事業では、公園用地として２，５１９㎡、      

３５１，２９１千円の取得を行い、機動的な用地の先行取得により公園事業の円滑

な推進に役割を果たした。土地造成事業では、公社造成事業として１３区画、  

３，１０２㎡、７９，９８０千円の宅地分譲を行い、優良宅地の提供に貢献してい

る。さらに、市の未利用地の利活用に関する方針に基づく市有地等の売却について、

１，２２２㎡、３７９，５７３千円の売却を行い、市収入の確保に貢献している。 

また、甲子園浜１丁目の公有地５．６ｈａの有効活用を行い、年間      

１２４，３２０千円の収益を上げ、経常利益は７０，７１４千円である。 

以上のことから、西宮市土地開発公社の事業は公益目的を達成していると評価す

る。 

(３) 公的支援の妥当性 

   該当なし。 
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報告第 ５２ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により西宮都市管理株

式会社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  西宮都市管理株式会社 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

西宮都市管理株式会社は平成５年５月に設立され、当初より不安定な財務基盤で

あったが、内部努力や出資者の支援により、単年度黒字を達成できるようになった。

しかし、平成２０年９月、キーテナントの撤退表明に端を発して経営状況が悪化し、

経営改善の必要性に迫られた。 

平成２１年度に経営改善計画を策定し、経営の効率化や内部努力を重ね、同年度

決算は赤字であったものの、平成２２年度以降は黒字転換し、経営改善計画を上回

る結果となっている。 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「５類感染症」に移行し、

正常化が一段と進み、日本ショッピングセンター協会が発表した令和５年の年間既

存店売上高は前年比９．７％増加となっている。しかし、フレンテ西宮・専門店の

売上高は、空床をゲームコーナーとして使用したことが影響し、前年度比４．９％

減少した。売上高は減少したものの、集客力を高める企画の開催や駐車サービスの

22－1



 

 

見直しなどの施策に取り組み、西宮都市管理株式会社の経常利益は３６，１１０千

円、税引き後当期純利益は２４，３５９千円を確保した。 

令和５年度の売上高営業利益率は８．７１％であり、人件費及び支払手数料の増

加並びに法人事業税の付加価値割及び資本割を租税公課に変更したこと等により、

令和４年度からは１．８１ポイント低くなっている。一方で、営業利益以下の各段

階利益は黒字を確保しており、引き続き経営改善の効果が現れているものと思われ

る。また、平成２３年度に実施した、９９０，０００千円の長期貸付についても、

約定どおりの返済を行っている。 

同社の経営に大きな影響を及ぼすこととなる建設協力金３７６，０００千円につ

いては、特定調停の和解が成立し、平成２６年度から令和８年度までの１３年間で

分割返済することとなり、令和５年度は、約定どおり２９，３３３千円の返済を行

った。 

以上のとおり、令和５年度も引き続き単年度黒字を達成し、年度当初の経営計画

を上回る結果となっていることから、短期的な安定性の確保は認められる。 

今後については、断続的な商品の値上げによる消費マインドの冷え込みや近隣シ

ョッピングセンターとの競争激化など、同社をとりまく経営環境は厳しい状態が続

くことが予想されることから、市は引き続き同社の経営状況のモニタリングを行っ

ていく。 

(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

西宮都市管理株式会社は、「フレンテ西宮」の店舗及び駐車場などの管理・運営

業務、営業管理並びに販売促進業務を行っている。令和５年度はフレンテ全体の入

館客数及び専門店売上高は昨年度に比して減少しているが、各種イベントを開催し

集客に努め、ＪＲ西宮駅周辺地区の賑わいづくりに寄与しており、公益目的を達成

していると評価する。 

(３) 公的支援の妥当性 

  ア これまでに行った公的支援 

  平成２３年度に９９０，０００千円（３４年間）の長期貸付を行った。令和５

年度末現在の融資残高は６３０，０００千円となっている。 

  イ 妥当性の評価 
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    ＪＲ西宮駅周辺地区の賑わいあるまちづくりに、「フレンテ西宮」は必要不可

欠な施設であり、同施設の空洞化を防ぎ、安定した運営を行うことは、西宮市の

まちづくりにとって重要な課題である。 

    西宮都市管理株式会社に対する貸付は、「フレンテ西宮」が市民にとって便利

かつ安定した施設として維持していくことに資するものであり、妥当と評価する。 
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（参考１）

（単位：円）

R2.3.31 R3.3.31 R4.3.31 R5.3.31 R6.3.31

資産合計 1,772,585,548 1,761,755,848 1,716,073,068 1,668,136,168 1,638,008,677

流動資産　 178,178,063 207,413,153 201,928,584 194,340,939 201,638,907

固定資産　 1,594,407,485 1,554,342,695 1,514,144,484 1,473,795,229 1,436,369,770

負債合計 1,123,781,453 1,085,938,701 1,008,034,820 932,919,299 878,432,519

流動負債　 140,027,074 142,238,983 130,222,484 122,743,896 129,407,339

固定負債　 983,754,379 943,699,718 877,812,336 810,175,403 749,025,180

純資産合計 648,804,095 675,817,147 708,038,248 735,216,869 759,576,158

資本金　 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000 499,000,000

資本剰余金　 121,600 121,600 121,600 121,600 121,600

利益剰余金　 149,682,495 176,695,547 208,916,648 236,095,269 260,454,558

（単位：円）

H31.4.1-
R2.3.31

R2.4.1-
R3.3.31

R3.4.1-
R4.3.31

R4.4.1-
R5.3.31

R5.4.1-
R6.3.31

売上高 397,463,892 390,446,724 390,037,654 398,432,298 390,700,297

売上原価 182,505,732 184,276,545 184,414,652 191,238,943 180,902,348

売上総利益　 214,958,160 206,170,179 205,623,002 207,193,355 209,797,949

販売費及び一般管理費 166,522,061 164,712,072 161,044,708 165,272,381 175,767,209

営業利益　 48,436,099 41,458,107 44,578,294 41,920,974 34,030,740

営業外収益 2,006,846 2,354,707 7,656,403 2,029,882 2,912,557

営業外費用 1,471,368 1,021,962 1,121,296 832,135 833,708

経常利益　 48,971,577 42,790,852 51,113,401 43,118,721 36,109,589

特別利益 0 0 0 0 0

特別損失 0 0 0 0 0

税引前当期純利益　 48,971,577 42,790,852 51,113,401 43,118,721 36,109,589

法人税等　 17,912,500 15,777,800 18,892,300 15,940,100 11,750,300

当期純利益　 31,059,077 27,013,052 32,221,101 27,178,621 24,359,289

（参考２）

R1 R2 R3 R4 R5

　自己資本比率 36.60% 38.36% 41.26% 44.07% 46.37%

　流動比率 127.25% 145.82% 155.06% 158.33% 155.82%

　借入金依存率 42.63% 41.83% 40.97% 40.11% 38.79%

　売上高営業利益率 12.19% 10.62% 11.43% 10.52% 8.71%

　総資本経常利益率 2.76% 2.43% 2.98% 2.58% 2.20%

効率性 　売上高人件費率 11.84% 12.17% 12.47% 12.53% 13.80%

貸借対照表

損益計算書

経営指標

安定性

収益性

経営指標
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報告第 ５３ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西

宮市文化振興財団の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮市文化振興財団 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

芸術文化鑑賞振興育成事業については、事業費の精査と併せて入場料等収入の確

保に努めた。新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた自主事業収益が

回復傾向にあるため、自己収益比率が改善している。正味財産比率は、令和５年度

決算で９２％、借入金依存率は０％であり、財団の経営については概ね健全である

と評価するが、今後、さらなる経営の安定化や自己財源の確保を求めていく。 

(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

当法人は自主企画事業として、人気の高い落語会や未就学児と保護者を対象にし

たコンサート、本市出身の声楽家を中心に一般公募の市民による合唱やボランティ

アスタッフと共に開催する「にしのみやオペラ」、「不登校児童生徒支援コンサー

ト」などの公演事業、社会人バンドが市内高等学校の音楽クラブを指導しコンサー

トで共演する等の育成事業、気軽に文化芸術と出会い楽しむ機会を市内各所で提供

する「おさんぽアミティ」や西宮にゆかりのある文学作品等を講座形式で解説する
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「西宮文学案内」等の地域の文化振興事業を実施し、令和５年度は１２，３０２人

の入場者があった。また、文化芸術をオンラインで鑑賞する「おうちでアミティ」

事業により、動画コンテンツを作成・配信した。さらに、市からの受託事業として、

芸術家と市民の交流を図る野外文化事業、広く全国から作品を公募する西宮市展、

市内芸術団体の協力を得て市民に良質な芸術の鑑賞機会を提供する西宮市芸術祭な

ど様々な文化芸術事業を実施しており、令和５年度は７０，９１５人の入場者があ

ったほか、市民主体で実施する芸術文化事業への助成や広報支援などを行った。 

これら自主企画事業、受託事業の実施は、文化芸術の更なる浸透を目標とする西

宮市文化振興ビジョン［第２期］の推進に大きく寄与していると評価する。 

指定管理者としては、西宮市民会館の管理運営を行うなかで、主催者や鑑賞者か

らハード面のニーズを把握し、施設設備の改善に努めるなど、利用者へのサービス

向上に取り組んでいる。 

このように文化振興財団の事業は、公益目的を達成しているものと評価する。 

 

（参考１） 

貸借対照表（令和６年３月３１日現在） 

（単位：円） 

勘定科目  金額  勘定科目     金額 

（資産の部）    （負債の部）       

流動資産  34,411,334  流動負債  15,734,161 

固定資産  607,475,544  固定負債  36,101,106 

     負債合計   51,835,267 

     （正味財産の部）    

     正味財産  590,051,611 

      正味財産の合計   590,051,611 

資産合計  641,886,878  負債及び正味財産合計 641,886,878 
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正味財産増減計算書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで） 

（単位：円） 

Ⅰ 一般正味財産増減の部     

 １ 経常増減の部     

  (1) 経常収益   241,195,638 

(2) 経常費用   241,969,881 

当期経常増減額    △ 774,243 

 ２ 経常外増減の部      

(1) 経常外収益   0 

(2) 経常外費用   0 

当期経常外増減額    0 

当期一般正味財産増減額  △ 774,243 

一般正味財産期首残高    90,825,854 

一般正味財産期末残高   90,051,611 

Ⅱ 指定正味財産増減の部    

当期指定正味財産増減額  0 

指定正味財産期首残高  500,000,000 

指定正味財産期末残高  500,000,000 

Ⅲ 正味財産期末残高    590,051,611 

 

（参考２） 

指標 令和４年度 令和５年度 

正味財産比率 ９０．４％   ９１．９％  

借入金依存率 ０．０％     ０．０％

自己収益比率 ２０．５％    ２２．６％  

当期経常増減率 △０．１％    △０．３％  

総資産当期経常増減率 △０．１％    △０．１％  

人件費比率 ２９．９％    ３１．２％  

管理費比率 ２．６％      ２．０％
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報告第 ５４ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により公益財団法人西

宮スポーツセンターの経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  公益財団法人西宮スポーツセンター 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

公益目的事業は、市民の生涯スポーツの普及・促進を図るため、低廉な価格であ

らゆる世代を対象として各種スポーツ推進事業を展開している。したがって、当該

団体は収益の確保を主たる目的とはしておらず、収益性は低いと言える。 

令和５年度は新型コロナウイルス感染症が５類感染症へと引き下げになったこと

により、感染症対策に留意しながらも、各種教室の内容を充実させることができ、

経常収益は前年度に比べて１億３０６万６千円、２７．７％増加した。経常費用に

ついても前年度に比べて６，６３２万８千円、１６．４％増加しているが、当期一

般正味財産増減額は５０４万２千円の黒字額を計上することになった。 

なお、６年振りの黒字計上となるが、法人設立時に比べ、指定管理者制度の導入

など事業環境の変化は甚だしく、公益財団法人としての将来像について、民間では

提供が難しい公益性を重視した事業展開の確立など公益財団法人として期待される

役割を、より一層果たしていく必要がある。 
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(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

市民の生涯スポーツの振興を図るため、それぞれのライフステージに応じた一貫

性のあるプログラムを作成し、継続的にスポーツに親しんでもらえるよう、ニーズ

を踏まえた各種スポーツ推進事業を実施している。 

主催するスポーツ教室は、スポーツセンターや市内の体育館等を活動の場として、

幼児期から高齢期まで幅広い年齢層に向けて教室等を実施し、のべ約１０万人の参

加者を得ている。 

ほかに、市からスポーツ推進関連事業委託業務の受託や就学前の子どもを対象と

した事業、障害者スポーツの体験会を開催するなど、独自のノウハウを用い、本市

スポーツ施策と緊密に連携している。 

運動施設の指定管理者として、９体育館をはじめとする１８施設の管理運営を行

い、スポーツ施設の利活用促進や市民の健康増進という役割を担っている。 

そのほかに、市とアスリート、大学、企業、スポーツ関係団体等との連携により、

スポーツを通じて社会課題の解決や健康で明るいまちづくりに寄与することを目的

に平成２６年９月に発足した「アスレチック・リエゾン・西宮」の事務局業務を担

っており、事業の企画調整や運営に携わっている。 

これらのとおり、公益財団法人西宮スポーツセンターの事業は、概ね公益目的を

達成していると評価する。 
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（参考１） 

貸借対照表（３ヵ年推移） 

（単位：円） 

  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

資産 流動資産 

固定資産 

21,065,662 

184,225,216 

28,334,736 

157,816,187 

36,744,893 

159,743,965 

資産合計（A） 205,290,878 186,150,923 196,488,858 

負債 流動負債 

固定負債 

26,672,223 

38,518,772 

37,675,409 

40,071,370 

36,935,688 

46,107,290 

負債合計（B） 65,190,995 77,746,779 83,042,978 

正味財産（A－B） 140,099,883 108,404,144 113,445,880 

注：各年度の年度末現在 

 

正味財産増減計算書（３ヵ年推移） 

（単位：円） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ⅰ 一般正味財産増減の部 

 １ 経常増減の部 

  （１）経常収益 

  （２）経常費用 

     当期経常増減額 

 

 

334,201,042 

361,632,186 

△ 27,431,144 

 

 

372,287,738 

403,983,477 

△ 31,695,739 

 

 

475,352,758 

470,311,022 

5,041,736 

 ２ 経常外増減の部 

  （１）経常外収益 

  （２）経常外費用 

     当期経常外増減額 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 税引前当期一般正味財産増減額 

 法人税等 

 当期一般正味財産増減額 

△ 27,431,144 

0 

△ 27,431,144 

△ 31,695,739 

  0 

△ 31,695,739 

5,041,736 

0 

5,041,736 

一般正味財産期首残高 106,531,027 79,099,883 47,404,144 
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  一般正味財産期末残高 

Ⅱ 指定正味財産増減の部 

  当期指定正味財産増減額 

  指定正味財産期首残高 

  指定正味財産期末残高 

Ⅲ 正味財産期末残高 

79,099,883 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

140,099,883 

47,404,144 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

108,404,144 

52,445,880 

 

0 

61,000,000 

61,000,000 

113,445,880 

 

 

（参考２） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

正味財産比率 ６８．２% ５８．２％ ５７．７％ 

自己収益比率 ８３．４% ８１．６％ １０３．１％ 

当期経常増減率 △ ８．２% △ ８．５％ １．１％ 

総資産当期経常増減率 △ １３．４% △ １７．０％ ２．６％ 

人件費比率 ４６．７% ４４．０％ ４１．７％ 

市への依存率（注） ７０．７% ７２．２％ ７５．６％ 

（注）市への依存率＝市からの委託料・指定管理料・補助金の合計／経常収益 
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報告第 ５５ 号 

 

第三セクター等の経営の健全性等の評価等の報告の件 

 

西宮市第三セクター等への関与に関する条例第５条第２項の規定により一般財団法人西

宮市都市整備公社の経営の健全性等の評価等を下記のとおり報告する。 

 

  令和６年８月２９日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 法人の名称 

  一般財団法人西宮市都市整備公社 

２ 経営の健全性等の評価 

(１) 経営の健全性 

当法人は、幅広い分野において様々な事業を展開しているが、本市との関係が極

めて強く、自主事業及び受託事業とも本市の業務の補完・代替を担っている面が強

い。 

主な自主事業としては、西宮浜産業交流会館の管理運営や公共駐車場事業などを

実施した。 

受託事業は、指定管理事業として斎場の管理及び葬祭事業を実施した。なお、当

該受託事業は年度ごとに精算をしているため収支差額は生じていない。 

近年事業規模を縮小していることから、これに見合った基本財産とするため、そ

の一部を処分し、市に１億円の寄付を行った。法人全体としては、寄付金を除けば

経常損益は昨年度決算額と比較すると改善しているが、依然としてマイナスが出て

おり、収支改善に向けて一層の経営健全化に努める必要があると考える。ただし、

寄付金を除く資金収支では黒字基調であり、直ちに資金不足に陥ることはないと評
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価する。 

(２) 法人の事業による公益目的の達成度 

当法人は、本市の総合計画の目標とする文教住宅都市の実現の主旨に沿って、公

の施設の管理運営や、公共駐車場の管理運営、低廉な価格で市民に提供する葬祭事

業など、本市の業務と密接な関連を有する公益的な事業を着実に実施した。 

以上のことから、当法人の事業は、概ね公益目的を達成していると評価する。 
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（参考１）

（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

 1．経常増減の部

　(1) 経常収益

 ① 基本財産運用益 2,648,534 2,927,625 △ 279,091 

基本財産受取利息 2,648,534 2,927,625 △ 279,091 

 ② 特定資産運用益 188,394 0 188,394 

特定資産受取利息 188,394 0 188,394 

 ③ 事業収益 237,224,091 220,214,578 17,009,513 

事業収益 71,027,062 69,579,956 1,447,106 

受託事業収益 137,114,105 125,613,344 11,500,761 

家賃収益 29,082,924 25,021,278 4,061,646 

 ④ 受取補助金等 28,001,727 23,458,046 4,543,681 

受取地方公共団体補助金 18,733,242 14,189,561 4,543,681 

受取補助金等振替額 9,268,485 9,268,485 0 

 ⑤ 受取負担金 9,801,183 10,860,506 △ 1,059,323 

受取負担金 9,801,183 10,860,506 △ 1,059,323 

 ⑥ 雑収益 2,344,338 2,597,728 △ 253,390 

雑収益 2,344,338 2,597,728 △ 253,390 

 ⑦ 引当金取崩益 869,700 4,623,585 △ 3,753,885 

退職給付引当金取崩益 0 3,771,930 △ 3,771,930 

賞与引当金取崩益 869,700 846,300 23,400 

貸倒引当金取崩益 0 5,355 △ 5,355 

経常収益計 281,077,967 264,682,068 16,395,899 

　(2) 経常費用

 ① 事業費 378,256,727 277,970,206 100,286,521 

報酬 59,087,568 54,884,485 4,203,083 

退職給付費用 1,206,125 1,372,000 △ 165,875 

法定福利費 9,590,166 8,297,593 1,292,573 

厚生費 158,776 159,253 △ 477 

旅費交通費 1,146 0 1,146 

通信運搬費 1,273,611 1,273,029 582 

消耗什器備品費 60,000 947,650 △ 887,650 

消耗品費 27,095,723 23,948,142 3,147,581 

修繕費 8,298,172 17,741,298 △ 9,443,126 

印刷製本費 224,826 104,766 120,060 

燃料費 547,832 572,379 △ 24,547 

光熱水料費 13,670,488 16,602,042 △ 2,931,554 

使用料及び賃借料 31,322,276 30,379,740 942,536 

保険料 2,302,482 1,931,205 371,277 

租税公課 18,130,604 16,086,450 2,044,154 

支払負担金 2,871,562 3,231,411 △ 359,849 

支払寄付金 101,000,000 1,000,000 100,000,000 

委託費 55,027,750 52,743,445 2,284,305 

手数料 472,037 510,953 △ 38,916 

雑費 52,125 347,280 △ 295,155 

減価償却費 45,258,758 45,217,485 41,273 

賞与引当金繰入 604,700 619,600 △ 14,900 

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科　　目 当年度 前年度 増減
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（単位：円）

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科　　目 当年度 前年度 増減

 ② 管理費 21,450,495 16,585,709 4,864,786 

報酬 9,812,655 4,878,474 4,934,181 

法定福利費 1,711,785 905,570 806,215 

厚生費 40,171 75,241 △ 35,070 

旅費交通費 134 0 134 

通信運搬費 16,167 21,036 △ 4,869 

消耗什器備品費 0 99,550 △ 99,550 

消耗品費 30,684 34,903 △ 4,219 

修繕費 2,633 0 2,633 

印刷製本費 3,534 3,028 506 

燃料費 3,931 4,003 △ 72 

光熱水料費 61,091 63,420 △ 2,329 

使用料及び賃借料 274,787 276,240 △ 1,453 

保険料 11,708 8,895 2,813 

租税公課 372,843 435,735 △ 62,892 

支払負担金 8,172,598 9,268,136 △ 1,095,538 

委託費 262,131 251,214 10,917 

手数料 12,243 10,164 2,079 

賞与引当金繰入 661,400 250,100 411,300 

経常費用計 399,707,222 294,555,915 105,151,307 

当期経常増減額 △ 118,629,255 △ 29,873,847 △ 88,755,408 

 2．経常外増減の部

　(1) 経常外収益

 ① 受取寄付金 100,000,000 0 100,000,000 

受取寄付金等振替額 100,000,000 0 100,000,000 

経常外収益計 100,000,000 0 100,000,000 

　(2) 経常外費用

 ① 固定資産除却費 0 1 △ 1 

車両運搬具除却費 0 1 △ 1 

経常外費用計 0 1 △ 1 

当期経常外増減額 100,000,000 △ 1 100,000,001 

当期一般正味財産増減額 △ 18,629,255 △ 29,873,848 11,244,593 

一般正味財産期首残高 1,367,358,469 1,397,232,317 △ 29,873,848 

一般正味財産期末残高 1,348,729,214 1,367,358,469 △ 18,629,255 

Ⅱ 指定正味財産増減の部

 ① 一般正味財産への振替額 109,268,485 9,268,485 100,000,000 

一般正味財産への振替額 109,268,485 9,268,485 100,000,000 

当期指定正味財産増減額 △ 109,268,485 △ 9,268,485 △ 100,000,000 

指定正味財産期首残高 850,753,895 860,022,380 △ 9,268,485 

指定正味財産期末残高 741,485,410 850,753,895 △ 109,268,485 

Ⅲ 正味財産期末残高 2,090,214,624 2,218,112,364 △ 127,897,740 
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（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

 1．経常増減の部

　(1) 経常収益

 ① 基本財産運用益 0 0 2,648,534 2,648,534 

基本財産受取利息 0 0 2,648,534 2,648,534 

 ② 特定資産運用益 0 188,394 0 188,394 

特定資産受取利息 0 188,394 0 188,394 

 ③ 事業収益 0 237,224,091 0 237,224,091 

事業収益 0 71,027,062 0 71,027,062 

受託事業収益 0 137,114,105 0 137,114,105 

家賃収益 0 29,082,924 0 29,082,924 

 ④ 受取補助金等 0 9,268,485 18,733,242 28,001,727 

受取地方公共団体補助金 0 0 18,733,242 18,733,242 

受取補助金等振替額 0 9,268,485 0 9,268,485 

 ⑤ 受取負担金 0 9,801,183 0 9,801,183 

受取負担金 0 9,801,183 0 9,801,183 

 ⑥ 雑収益 0 2,292,298 52,040 2,344,338 

雑収益 0 2,292,298 52,040 2,344,338 

 ⑦ 引当金取崩益 0 619,600 250,100 869,700 

賞与引当金取崩益 0 619,600 250,100 869,700 

経常収益計 0 259,394,051 21,683,916 281,077,967 

　(2) 経常費用

 ① 事業費 101,000,000 277,256,727 0 378,256,727 

報酬 0 59,087,568 0 59,087,568 

退職給付費用 0 1,206,125 0 1,206,125 

法定福利費 0 9,590,166 0 9,590,166 

厚生費 0 158,776 0 158,776 

旅費交通費 0 1,146 0 1,146 

通信運搬費 0 1,273,611 0 1,273,611 

消耗什器備品費 0 60,000 0 60,000 

消耗品費 0 27,095,723 0 27,095,723 

修繕費 0 8,298,172 0 8,298,172 

印刷製本費 0 224,826 0 224,826 

燃料費 0 547,832 0 547,832 

光熱水料費 0 13,670,488 0 13,670,488 

使用料及び賃借料 0 31,322,276 0 31,322,276 

保険料 0 2,302,482 0 2,302,482 

租税公課 0 18,130,604 0 18,130,604 

支払負担金 0 2,871,562 0 2,871,562 

支払寄付金 101,000,000 0 0 101,000,000 

委託費 0 55,027,750 0 55,027,750 

手数料 0 472,037 0 472,037 

雑費 0 52,125 0 52,125 

減価償却費 0 45,258,758 0 45,258,758 

賞与引当金繰入 0 604,700 0 604,700 

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科　　目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 合計
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（単位：円）

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科　　目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 合計

 ② 管理費 0 0 21,450,495 21,450,495 

報酬 0 0 9,812,655 9,812,655 

法定福利費 0 0 1,711,785 1,711,785 

厚生費 0 0 40,171 40,171 

旅費交通費 0 0 134 134 

通信運搬費 0 0 16,167 16,167 

消耗品費 0 0 30,684 30,684 

修繕費 0 0 2,633 2,633 

印刷製本費 0 0 3,534 3,534 

燃料費 0 0 3,931 3,931 

光熱水料費 0 0 61,091 61,091 

使用料及び賃借料 0 0 274,787 274,787 

保険料 0 0 11,708 11,708 

租税公課 0 0 372,843 372,843 

支払負担金 0 0 8,172,598 8,172,598 

委託費 0 0 262,131 262,131 

手数料 0 0 12,243 12,243 

賞与引当金繰入 0 0 661,400 661,400 

経常費用計 101,000,000 277,256,727 21,450,495 399,707,222 

当期経常増減額 △ 101,000,000 △ 17,862,676 233,421 △ 118,629,255 

 2．経常外増減の部

　(1) 経常外収益

 ① 受取寄付金 0 0 100,000,000 100,000,000 

受取寄付金等振替額 0 0 100,000,000 100,000,000 

経常外収益計 0 0 100,000,000 100,000,000 

　(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 

当期経常外増減額 0 0 100,000,000 100,000,000 

当期一般正味財産増減額 △ 101,000,000 △ 17,862,676 100,233,421 △ 18,629,255 

一般正味財産期首残高 △ 7,000,000 1,364,017,562 10,340,907 1,367,358,469 

一般正味財産期末残高 △ 108,000,000 1,346,154,886 110,574,328 1,348,729,214 

Ⅱ 指定正味財産増減の部

 ① 一般正味財産への振替額 0 9,268,485 100,000,000 109,268,485 

一般正味財産への振替額 0 9,268,485 100,000,000 109,268,485 

当期指定正味財産増減額 0 △ 9,268,485 △ 100,000,000 △ 109,268,485 

指定正味財産期首残高 0 340,753,895 510,000,000 850,753,895 

指定正味財産期末残高 0 331,485,410 410,000,000 741,485,410 

Ⅲ 正味財産期末残高 △ 108,000,000 1,677,640,296 520,574,328 2,090,214,624 
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（単位：円）

当年度 前年度 増減

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
　　　現金 1,417,220  912,920  504,300  
　　　普通預金 390,537,133  358,820,292  31,716,841  
　　　未収金 2,160,540  2,382,191  △ 221,651  
　　　前払金 1,938  0  1,938  
  　流動資産合計 394,116,831  362,115,403  32,001,428  
2．固定資産
(1) 基本財産
　　　定期預金 1,372,289  1,586,292  △ 214,003  
　　　投資有価証券 408,627,711  508,413,708  △ 99,785,997  

 基本財産合計 410,000,000  510,000,000  △ 100,000,000  
(2) 特定資産
　　　退職給付引当資産 12,521,665  11,315,540  1,206,125  
　　　減価償却引当資産 287,901,839  285,901,839  2,000,000  
　　　保証金積立資産 2,993,522  2,993,522  0  
　　　運用財産積立資産 3,000,000  3,000,000  0  
　　　特定資産－建物 497,581,497  512,060,643  △ 14,479,146  
　　　特定資産－構築物 1  1  0  

 特定資産合計 803,998,524  815,271,545  △ 11,273,021  
(3) その他固定資産
　　　土地 168,289,519  168,289,519  0  
　　　建物 365,990,744  391,902,901  △ 25,912,157  
　　　建物付属設備 16,166,738  18,654,268  △ 2,487,530  
　　　構築物 625,016  768,469  △ 143,453  
　　　機械装置 30,690  64,170  △ 33,480  
　　　什器備品 821,136  8  821,128  
　　　リース資産 3,150,180  5,250,300  △ 2,100,120  

 その他固定資産合計 555,074,023  584,929,635  △ 29,855,612  
  　固定資産合計 1,769,072,547  1,910,201,180  △ 141,128,633  

 資 産 合 計 2,163,189,378  2,272,316,583  △ 109,127,205  
Ⅱ 負債の部

1．流動負債
　　　未払金 49,568,155  30,859,737  18,708,418  
　　　前受金 2,160,244  2,016,678  143,566  
　　　預り金 1,314,888  898,742  416,146  
　　　賞与引当金 1,266,100  869,700  396,400  
  　流動負債合計 54,309,387  34,644,857  19,664,530  
2．固定負債
　　　退職給付引当金 12,521,665  11,315,540  1,206,125  
　　　受入保証金 2,993,522  2,993,522  0  
　　　リース債務 3,150,180  5,250,300  △ 2,100,120  
  　固定負債合計 18,665,367  19,559,362  △ 893,995  

 負 債 合 計 72,974,754  54,204,219  18,770,535  
Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産
　　 地方公共団体補助金 331,485,410  340,753,895  △ 9,268,485  
　　 寄付金 410,000,000  510,000,000  △ 100,000,000  

 指定正味財産合計 741,485,410  850,753,895  △ 109,268,485  
（うち基本財産への充当額） (410,000,000) (510,000,000) (△ 100,000,000)
（うち特定資産への充当額） (331,485,410) (340,753,895) (△ 9,268,485)

2．一般正味財産 1,348,729,214  1,367,358,469  △ 18,629,255  
（うち基本財産への充当額） (0) (0) (0)
（うち特定資産への充当額） (456,997,927) (460,208,588) (△ 3,210,661)
 正味財産合計 2,090,214,624  2,218,112,364  △ 127,897,740  

2,163,189,378  2,272,316,583  △ 109,127,205  

（貸借対照表に関する注記）

貸借対照表
令和６年３月３１日現在

科　　目

負債及び正味財産合計

実施事業資産はなし。
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（参考２） 

指標 令和４年度 令和５年度 

正味財産比率 ９７．６％ ９６．６％ 

借入金依存率 ０．０％ ０．０％ 

自己収益比率 ８２．３％ ５４．８％ 

当期経常増減率 △１１．３％ △４２．２％ 

総資産当期経常増減率 △１．３％ △５．５％ 

人件費比率 ２７．１％ ２２．４％ 

管理費比率 ５．６％ ５．４％ 
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